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令和８年度　西九州自動車道・一般国道２０２号今宿道路建設事業関係埋蔵文化財発掘調
査報告書作成業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長
金　井　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和　８年　４月２８日

糸島市　糸島市長　月形　祐二

¥６，６００，０００－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書

１．業務名 ：令和８年度 国道２０２号今宿道路

埋蔵文化財発掘調査報告書作成委託業務

２．履行場所 ：糸島市役所

３．随意契約の相手方：名称 糸島市長 月形 祐二

住所 福岡県糸島市前原西1丁目1番1号

電話 ０９２－３２３－１１１１

４．随意契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び

予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

１）当該業務の目的

本業務は、道路等の事業施行前に文化財包蔵地の支障が判明してい

る場合又は工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合に、文化財保護法

の主旨を尊重し、関係教育委員会と協議を行い、文化財包蔵地の発掘

調査を行うこととしており、過年度の発掘調査で出土した出土品の保

存処理及び報告書整理を行うものである。

２）当該業務の内容

本業務は、事業施行箇所の埋蔵文化財発掘調査を関係教育委員会に

委託するものである。

３）随意契約に付する理由

本業務の遂行にあたっては、事業実施箇所及び周辺地域の歴史、風

土や文化財保護法等を熟知し、なおかつ、発掘作業及び出土品の整理

保存・とりまとめ等を専門的に実施する必要がある。

糸島市は、文化財保護法を熟知し、埋蔵文化財について、包蔵地の

資料整備その他周知徹底を図るとともに、文化財保護法第９９条によ

り、これまでに埋蔵文化財発掘調査作業、整理保存等を行っている。

以上のことから、本業務を円滑且つ的確に遂行するためには、糸島

市が唯一の契約相手と判断するものである。

このため、本業務は会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会

計令第１０２条の４第３号により、糸島市と随意契約を行うものであ

る。

（随意契約理由書作成者）

計画課長 長 靖朗


